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労働時間法制の見直しに関する団体交渉開催の申し入れ 

 

６月 29 日、参院本会議で働き方改革関連法が可決・成立した。その中で労働基

準法等が改正され、2019 年４月１日から施行されることとなった。これにより使

用者は、年次有給休暇の日数が 10 日以上の労働者に対して、５日を時季指定して

与えることや、労働時間の客観的な把握などが義務づけられた。これら「労働時

間法制の見直し」に関して、下記のとおり申し入れるので団体交渉を開催するこ

と。 

 

記 

 

１．労働基準法第 39 条に「年に 10 日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に

対し、そのうち５日間は基準日から１年以内に、労働者ごとに時季を定めて取

得させなければならない」と追加されたが、会社は具体的にどのように取り扱

かうことを検討しているのか明らかにすること。 

 

２．会社は、企業側が休暇取得日を指定することのできる「年次有給休暇の計画

的付与制度」等の実施を検討しているのかどうか明らかにすること。 

 

３．勤務間インターバル制度について、会社の考え方を明らかにすること。 

 

４．月 60 時間を超える時間外労働における割増賃金率引き上げについて、会社の

考え方を明らかにすること。 

 

５．労働時間の客観的な把握について、会社は具体的にどのように把握すること

を検討しているのか明らかにすること。 

 

６．フレックスタイム制の拡充について、会社の考え方を明らかにすること。 

 

７．高度プロフェッショナル制度について、会社における対象者および健康確保

措置など、どのように検討しているのか明らかにすること。 



 

８．産業医・産業保健機能の強化について、具体的な整備の内容を明らかにする

こと。 

 

以上 

 


